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豊島区中小企業診断士会規約 

令和５年６月１９日改定実施 

 

（名称） 

第１条 本会は、豊島区中小企業診断士会と称する。 

（事務所） 

第 2条 本会の事務所は、会長 の指定する場所に置く。 

（目的） 

第 3条 本会は、次の事業を行うことを目的とする。 

  １．東京都豊島区の商工行政に協力する。 

  ２．東京都豊島区内の商工団体の事業に協力する。 

  ３．東京都豊島区内の商工業者に対して、経営診断、経営支援、研修等を行い経営基 

盤の安定と発展に寄与する。 

  ４．東京都豊島区の商店街診断、広域診断などを行い、地域商業集団の健全な発展に 

寄与する。 

  ５．本会の会員相互の親睦と資質の向上に努める。 

  ６．その他前各号に付帯する一切の業務。 

第 4条 本会は、一般社団法人東京都中小企業診断士協会の会員である経済産業大臣登録、

中小企業診断士であって、東京都豊島区内に住所、事務所、又は勤務地を有する

ものにより 

構成する。 

    ただし、東京都豊島区外に住所、事務所、又は勤務地を有するものでも、常任理 

事会の承認を得て加入することができる。 

（加入および脱退） 

第 5条 本会の会員になろうとするときは、所定の申込書に所要事項を記載し本会に提出 

しなければならない。 

  ２．本会は、退会届を提出することによって脱退することができる。 

（会員の資格喪失） 

第 6条 会員は、死亡、脱退、除名によりその資格を喪失する。 

  ２. 会費を１年以上滞納し、かつ納入勧告に応じなかったときは脱退扱いとする。 

３．除名は次の各号に該当するとき常任理事会の決議により決定する。 

   ①本会の円滑な運営を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき。 

   ②本会の会員としての権威又は信用を失墜し、本会の名誉を毀損する行為があった 

とき。 

（入会金および年会費） 

第７条 本会に加入しようとする者は所定の入会金を支払い、加入後は毎年所定の年会費 

を納入しなければならない。 

  ２．本会は必要に応じ、臨時会費を徴収することができる。 

  ３．入会金、年度会費および臨時会費は常任理事会において決定する。 

  ４．既納の入会金、年度会費は脱会、除名など如何なる場合にも返還しないものとす 

    る。 

（役員および選任） 
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第８条 本会に次の役員を置く。 

会長   1 名 

副会長  3 名以内 

理事   30 名以内 

監事    2 名以内 

  ２．理事のうち若干名を常任理事とする。 

  ３．理事、監事は総会において会員の中から選任し、会長、副会長および常任理事は 

理事会において選任する。 

（名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および相談役） 

  ４．本会は必要に応じて名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および相談役をおく 

ことができる。 

  ５．前項の場合、名誉会長は理事会において推載し、代表理事、副代表理事は理事の 

中から、顧問および相談役は理事または学識経験者の中から、それぞれ理事会に 

おいて選任する。 

  ６．代表理事、副代表理事、顧問および相談役は理事会の決議により解任することが 

できる。 

（役員の職務） 

第９条 会長は本会を代表し会務を総理する。 

  ２．名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および相談役は会長の諮問に応える。 

  ３．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは順位に従いその職務を行う。 

  ４．理事は理事会に参加し、会務を審議決定する。 

  ５．常任理事は、常任理事会に参加し、会務を処理する。 

  ６．監事は、本会の業務および財務の状況を監査する。 

（役員の任期） 

第 10 条 役員の任期は次のとおりとする。但し再任を妨げない。 

    会長、副会長  ２年 

    理事      ２年 

    監事      ２年 

  ２．次の役員が決定するまでは、現在の役員が継続して職務を遂行する。 

３．辞任などにより後任として選任された場合は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第 11 条 会議は総会、理事会および常任理事会とする。 

（総会） 

第 12 条 総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎事業年度１回、臨時総会は 

必要あるとき、常任理事会の決議を経て会長が召集する。 

  ２．総会の議長は、会長がこれに当たる。 

  ３．総会の議決は出席した会員の過半数の同意を持て決する。可否同数のときは、議 

長の決するところによる。 

（総会の決議を要する事項） 

第 13 条 次の各事項は総会の議決を経なければならない。 

   ①規約の変更 

   ②年度事業計画および収支予算 

   ③年度事業報告および収支決算 
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   ④本規約第８条第３項前段で定めた事項 

   ⑤その他常任理事会において必要と認める重要事項 

（理事会および常任理事会） 

第 14 条 理事会および常任理事会の議長には、会長がこれに当たる。 

２．理事会、常任理事会の議決は本規約第 12 条第３項を準用する。 

３．理事会は会務運営の基本方針を決定し、常任理事会は理事会の委託を受けて会務 

  の適正な運営を実現する。 

（議決の方法） 

第 15 条 総会、理事会および常任理事会の議決の方法は、状況に応じ電磁的方法による

投票を選択することができる。 

  ２. 人事案件の投票は無記名とする。 

（組織） 

第 16 条 本会の会務を推進させるため総務部、経理部、診断部、研修部、事業部の５部   

    を設ける 

    各部の業務範囲を超えた会全体の共通業務を遂行するために委員会を設ける。 

  ２．前項の定めのない業務は総務部において担当する。 

  ３．各部、委員会の分掌、部長、委員長の選任、任期等はすべて常任理事会の決定に 

よる。 

（会計） 

第 17 条 本会の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月 31 日とする。 

  ２．会長は事業年度の終わりに事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表の書 

類を作成し、これを監事に提出しなければならない。 

  ３．会長は前項の書類および監事の意見書を通常総会に提出して承認を得なければな

らない。 

（禁止事項） 

第 18 条 宗教、研究会等の執拗な勧誘は禁止する。 

（本規約に別段の定めなき事項） 

第 19 条 本規約に別段の定めなき事項は、一般社団法人東京都中小企業診断士協会の定款、

同東京支部規約を参考として、常任理事会においてそのつど審議し決定する。 

（本規約の施行） 

第 20 条 本規約は昭和 56 年 6 月 6 日より施行する。 

 

（付則）１．この規約改定は昭和 60 年 4月 26 日から実施する。 

（付則）１．この規約改定は昭和 63 年 4月 1 日から実施する。 

    ２．規約第４条の改定により会員資格を失うことになる者は同条の改定にかかわ

らず、当分の間同条の規定する資格を有する者とみなす。 

（付則）１．この規約改定は平成８年６月７日から実施する。 

      ８年改定は、1.2 ページの下線部分の字句とする。 

（付則）１．この規約改定は平成 10 年６月４日から実施する。 

      改定部分は第 8条 1.副会長の２名を３名に改定した。 

（付則）１．この規約改定は平成 15 年６月６日から実施する。 

    ２.  改定部分は、第３条３.指導を経営支援に改定した。第４．条通商産業大臣 

を経済産業大臣に改定した。第 15 条 1.前段以降に、「各部の業務範囲を超え 
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た会全体の共通業務を遂行するために委員会を設ける。」を追加した。 

      第 15 条３.に委員会、委員長を加える。 

（付則）１．この規約改定は令和５年６月１９日から実施する。 

     

 

 


